


津市告示第１９７号 

 下記の者の平成２２年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年７月１６日 

                      津市長 松 田 直 久   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇 

大阪府大阪市鶴見区放出東二丁目 8-1 セイコー機械 株式会社 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

大阪府大阪市中央区備後町三丁目 1 番 2 号 
有限会社 ヘルシーファー

ム 

大阪府大阪市北区堀川町 16 大広開発 株式会社 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇 〇〇 
〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 



〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇 

〇〇 
〇〇〇 〇〇〇〇 〇 〇

〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 

山形県米沢市万世町桑山 2981 番地 4 
エムネットライン 株式会

社 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇 

三重県鈴鹿市大池三丁目 11 番 9 号 株式会社 三重不動産 

大阪府大阪市北区樋上町 53 番地 高橋ビル南 3

号館４階 
大三開発 株式会社 

大阪府大阪市東淀川区上新庄三丁目 19 番 57 号 淀川可鍛鋳鉄 株式会社 

〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 





津市告示第１９９号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定に

より、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重

県知事に審査請求することができる。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができる。 

平成２２年７月２２日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２２年７月２２日 



津市告示第２００号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定に

より、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重

県知事に審査請求することができる。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができる。 

  平成２２年７月２２日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇  〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２２年７月２２日 



津市告示第２０１号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４

２年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権

で消除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定に

より、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重

県知事に審査請求することができる。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができる。 

  平成２２年７月２２日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２２年７月２２日 














































































